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令和７年度事業計画 

 

 

Ⅰ 事業方針 

はじめに、岩手県大船渡市など、山火事により被災された皆様にお見舞いを申し上げます。 

能登半島地震やその後の土砂災害を含め、近年、全国各地で集中豪雨等による自然災害

が頻発・激甚化しております。多発する災害から人命や財産を守るため、間伐などの森林整備

により森林の有する山地災害の防止機能を高めるとともに、治山対策による県土の強靭化がい

っそう重要となっています。 

森林は、土砂災害の防止、水源の涵養など様々な機能を有しており、近年は、地球温暖化

の防止や生物多様性の保全に対する期待も高まっております。国においては、昨年度から森

林環境税の徴収が始まり、また、森林経営管理法等の見直しが進められおり、本県では、来年

度以降の森林（もり）づくり県民税と森の力再生事業の検討が行われていると伺います。 

また、ロシアのウクライナ侵攻や米国の関税政策等による国際情勢の不安定化が増している

等の中で、海外市場の影響を受けにくい木材需給構造とすること、さらに、戦後造成された人

工林の多くは本格的な利用期を迎えており、この資源を積極的に利用するとともに、再造林を

進め、森林資源の循環利用の輪を再構築することが重要な課題となっています。 

こうした中、県土の約３分の２を占める広大な森林を適切に整備・管理し、森林の有する機能

を高度に発揮させ、未来につないでいくためには、各地域の自然条件や社会環境等を踏まえ、

“木材生産を通じた経営を行う森林”と“公益的機能の発揮を重視した管理を行う森林”、それ

ぞれに応じた施策等を、市町、県等の行政と森林・林業関係者等が連携・分担して取組む必

要があると考えます。 

当協会としては、このような森林・林業を取り巻く状況を踏まえ、行政や関係業界と連携しな

がら、今後も、「森林の保全と山村・林業の振興を図り、もって県民福祉の増進と県勢の発展に

寄与する」ことを目指して、 

① 山地災害を未然に防止するための「森林の保全の推進」 

② 山村の活力向上と林業活動を活発化させるための「山村及び林業の振興」 

③ 明日の森林、林業、山村を担う次世代の「森林整備の担い手の育成」 

に係る事業等を展開して、会員の期待に応えるよう努めてまいります。 
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Ⅱ 事業計画 

１ 県土保全・山村振興に関する事業【公益目的事業】 

＜森林の保全の推進＞         

（１）山地災害の未然防止及び森林の適正な管理・経営に向けた普及啓発 

ア 県、市町職員や地元住民らが山地災害の未然防止を目指して実施する「治山パ

トロール」を支援し、防災意識の高揚を図る。 

イ 地すべりの発生メカニズムや防止対策について常設展示する「由比地すべり管

理センター」で、来館者に対して解説し、山地災害に関する普及啓発を行う。 

ウ レーザ計測、ICT やドローンなどによる先端技術を活用した林業イノベーショ

ンの取組を支援し、森林の適正な管理・経営に資する新技術の実用化や普及を

図る。 

（２）森林・林業技術者の育成 

ア 治山・林道業務を新たに担当する市町や県、林業事業体の職員を対象に「治山

技術研修会」、「林道技術研修会」等を開催し、その技術習得を支援する。また、

「作業道研修会」等を開催し、路網の作設と維持管理に関する技術向上を支援

する。 

イ 治山・林道工事の優秀工事等について顕彰する「治山・林道等コンクール」を

実施して、森林土木工事の施工技術の向上を図る。 

（３）専門技術の提供による指導・助言、調査等 

ア 治山・林道工事の現場で指導・助言を行い、安全で円滑な工事施工及び若手技

術者の育成に寄与する。 

イ 造林補助事業の現場確認において指導・助言を行い、事業の適正な執行と森林

の適正管理に寄与する。 

ウ 森林環境譲与税事業や森林経営管理制度を担う市町や林業事業体等に技術的な

指導・助言を行い、森林の適切な経営管理に寄与する。 

エ 既設治山施設等の機能管理状況を調査し、施設の適正な維持管理と山地災害の

未然防止に寄与する。 

 

＜山村及び林業の振興＞ 

（４）山村及び林業の振興に関する普及・啓発 

ア ホームページや機関誌「森と人」等で情報発信を行い、森林、山村及び林業の

果たしている役割や重要性の普及啓発や、市町・県が連携・分担した森林整備
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の成果等の理解促進に努める。 

イ 森林・林業や山村の素晴らしさを再発見する「しずおか森林写真コンクール」

の実施と入賞作品の展示等により、森林・林業等への県民の関心を高める。 

ウ 県主催の「森林・林業技術研究発表会」への支援等を通じて、林業技術の向上

と新技術開発への意欲を喚起する。 

エ 自伐林家等で構成する林業研究グループ（林研）が行う自主的な活動を支援し、

林業の活性化に寄与する。また、海外研修への参加支援等により地域の牽引役

や指導者としての技術・技能のさらなる向上を図る。 

オ 地域の実情に応じた森づくり活動や木工教室等の「体験イベント」等を協会の

支部活動で実施し、林業や山村地域の活力向上に寄与する。 

 

＜森林整備の担い手の育成＞       

（５）林業労働力の確保への支援 

ア 林業に関心のある人を対象とした「現場見学会」、林業への就業希望者を対象と

した「就業相談会」、就業に先立ち基礎的な知識・技術を習得する「就業支援講

習」等の開催や、「インターンシップ」に係る経費の支援等により、労働力確保

を図る。 

イ 林業経営体が行う「緑の雇用」事業による実地研修（OJT）の監督検査を行い、

安全で効果的に研修が実施できる体制を整える。 

ウ 県内の林業経営体の雇用状況等に関する調査を行い情報提供するとともに、林

業経営体を対象に雇用管理改善に関する講演の開催等を実施し、就業促進や就

労定着を支援する。 

（６）就労環境向上への支援 

ア 「静岡県森林を守り育てる人づくり基金」の利金と協調し、「公益社団法人静岡

県山林協会森林整備担い手基金」の運用益を財源として、就労環境向上に取り

組む林業経営体に対し助成し、林業従事者の就労定着に寄与する。 

 

２ 収益事業 

会員が必要とする林業関係図書等を斡旋し、諸活動を支援する。 

 

３ 共益事業 

全国や県の林業関係諸団体から情報を収集し会員に提供する。国や県に対し森

林・林業関係施策の提案や予算確保の要請を行う。 


